
食品安全委員会（第６６４回会合）議事次第

１．日時及び場所
平成２９年９月５日（火） １４：００～
大会議室

２．出席委員（７名）
佐 藤 洋（委員長）
山 添 康（委員長代理）
吉 田 緑
山 本 茂 貴
石 井 克 枝
堀 口 逸 子
村 田 容 常

３．議 事
（１）江﨑内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）挨拶（予定）

（２）食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うこ
とが明らかに必要でないときについて
・食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項の規定に
基づき定められた食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告
示第３７０号）のプロファム試験法の改正

（厚生労働省からの説明）

（３）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関す
るリスク管理機関からの説明について
・農薬 ４品目
［１］ジチアノン ［２］フルエンスルホン
［３］フルキサピロキサド ［４］メトキシフェノジド
（厚生労働省からの説明）

・動物用医薬品 1品目
「オルビフロキサシン」
（厚生労働省からの説明）

・プリオン １案件
めん山羊又は馬に由来する肉骨粉等の養殖水産動物用飼料への利用
再開について

（農林水産省からの説明）



（４）農薬専門調査会における審議結果について
・「シアゾファミド」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集に
ついて

・「シアノホス」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集につい
て

・「ピフルブミド」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集につ
いて

・「メタラキシル及びメフェノキサム」に関する審議結果の報告と意
見・情報の募集について

（５）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について
・遺伝子組換え食品等「ＰＲＦ株を利用して生産されたホスホリパー
ゼＣ」に係る食品健康影響評価について

（６）平成２８年度終了食品健康影響評価技術研究課題の事後評価結果(案)
について

（７）平成２９年度食品安全確保総合調査追加課題（案）について

（８）その他



４．配布資料
（１）食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うこと

が明らかに必要でないときについて(照会）

（２－１）食品健康影響評価について

（２－２）「ジチアノン」「フルエンスルホン」「フルキサピロキサド」「メ
トキシフェノジド」及び「オルビフロキサシン」の食品安全基本法第
２４条に基づく食品健康影響評価について

（２－３）飼料及び飼料添加物の成分企画等に関する省令の一部改正の概要
について（めん山羊又は馬に由来する肉骨粉等の養殖水産動物用飼
料への利用再開）

（３－１）農薬専門調査会における審議結果について＜シアゾファミド（第
１０版）＞

（３－２）農薬専門調査会における審議結果について＜シアノホス＞

（３－３）農薬専門調査会における審議結果について＜ピフルブミド（第２
版＞

（３－４）農薬専門調査会における審議結果について＜メタラキシル及びメ
フェノキサム（第４版）＞

（４）遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価に関する審議結果につい
て＜ＰＲＦ株を利用して生産されたホスホリパーゼＣ＞

（５）平成２８年度終了食品健康影響評価技術研究課題の事後評価結果(案)
について

（６）平成２９年度食品安全確保総合調査追加課題（案）について


